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研究要旨： 

新規の手法としてDissemination and Implementation Science（普及と実装科学、通称

D&I科学）を適応して、「職域での肝炎検査促進と治療への促進」に関する科学的な介

入方法の開発を目的とした。本研究には、３段階あり、実装前研究により阻害要因、促

進要因の特定方法を検証し実装戦略を練る。次に実際の実装観察研究により具体的に阻

害要因、促進要因を特定し、実装戦略を確定させる。そして、最終段階の実装介入研究

により、介入の効果を検証するステップを踏む。本年度は、昨年度検討した

Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)に基づき実装観察研究

により具体的に研究課題に即したインタビューガイド、質問項目を用いて阻害要因、促

進要因の特定を試みた。対象は、組合健保並びに組合健保を有する企業である。インタ

ビュー結果について質的検討を行い、阻害因子を同定した。その後、アンケートにより

量的検討を行った。その結果、最も重要な阻害要因であったのが、外的要因であった。

すなわち健保組合、企業において肝炎検査の必要性に関する情報が途絶えていることで

ある。特に組合健保は健保連を情報源とするが、その点での発信がなくなっているこ

と、企業において労基署通達が2008年以降なく、事業主の肝炎対策する外的動機がない

ことが最大の阻害要因であった。また、一方で健保組合に関しては、2022年問題を抱

え、財政的困窮になることから、肝炎対策が前期高齢者納付金削減寄与できることが大

きなインセンテイブになることが示された。これらの結果から ERIC (Expert 

Recommendations for Implementing Change)に当てはめて、実装戦略を検討した。 
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A. 研究目的 

我々の検討では、職域ではＢ型肝炎陽性

者は30万人、Ｃ型肝炎患者は14万人がまだ、

医療へのアクセスができていない（立道ら、

Sci Rep, 2020）。肝炎検査については、感

染症という範疇にはいることから、職域で

は偏見等の問題もあり、情報を医療職以外

が持つことに抵抗がと報告されている。し

かしながら、これらの報告等は社会情勢に

て年々変化しており、実際にそれが肝炎ウ

イルス検査や治療促進の主な阻害因子にな

っているかは明らかではない。 

Dissemination and Implementation Science
（普及と実装科学、通称D&I）とは、決めら

れた手法（これをフレームワークと呼ぶ）

で阻害因子、促進因子を抽出し、決められ

た方法で介入方法を確定して、実際介入し

た後で、介入の効果をいわゆるアウトカム

ではなく、実装アウトカムというもので評

価することにある。 

本研究は、D&I研究手法を「肝炎検査と治

療の普及に関する介入方法」に適応して、

実際介入して効果検証することである。実

装研究には、３つのステップがあり、実装
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前研究により阻害要因、促進要因の特定方

法を検証し実装戦略を練る。昨年度確定し

た実際の実装観察研究方法により具体的に

阻害要因、促進要因を特定し、実装戦略を

確定させる。そして、最終段階の実装介入

研究により、介入の効果を検証するステッ

プを踏む。昨年度、阻害因子、促進因子の

特 定 方 法 を Consolidated Framework for 
Implementation Research (CFIR)に基づき方法

論を確定したので、今年度はCIFRを用いて、

阻害、促進因子を同定して、実装戦略を作

成することを目的とした。 

 

 

 

 

C. 研究結果 

質的研究結果の内容を以下に示す。 

 

 

B．研究方法 

組合健保５社に対して、60分のインタビュ

ーを実施した。インタビューについては、

CFIRインタビューガイドに基づき、その発言

内容を全て文字化して、質的研究ソフトであ

るMAXqdaを用いて頻度、関連解析を行い、キ

ーワード、センテンスを抽出した。CFIRを元

にしたヒアリング結果から、けんぽ共同健診

協議会 計65健保にアンケートを実施した。  

 

 

 

 

 

 

I:介入の特性と外的環境 

健保の医療職も事務職も肝炎ウイルス検

査の重要性を知らない。 

治療が大きく進歩したことも知らされてい

ないウイルス性肝炎に関する情報提供は 

ほとんどなくなった。 
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健保独自の取り組みとしての自らの発案で

の実現可能性はゼロに近いと思われる。 

(外的要因が必要) 

 

II.外的環境 

法定外項目であり、人間ドック学会でも

HCVは推奨されていないため、外的な圧力は

ない。 

労基署通達の存在が認知されていない。 

前期高齢者納付金の減少が最重要課題。 

データヘルス計画のインセンティブ（減算）

の中に入れば優先度が上がり、促進される。 

健康経営の中に入れば優先度が上がる。 

 

III．内的環境 

健保はデータヘルス計画に基づいて動い

ている。 

キーパンソン=経営層の理解が必須。 

費用対効果を明確に示すことが重要。 

内部データで示した方が説得力がある。 

スタッフは健保連、各種学会から情報収集

しているが、ウイルス性肝炎の情報は皆無。 

個人情報管理は既存のシステムが利用可能。 

現在はコラボヘルスが進んできており、情

報の共有化を図っている。 

 

IV:個人特性 

手順や情報管理を明確にすれば、従業員

から反発されるものとは考えにくい。 

受診者が肝炎ウイルス検査の結果の見方が

わからない。 

健診項目が削減されることに抵抗はあって

も、追加されることは気にしない。 

健康情報の自己管理は困難 

 

V.プロセス 

情報の取り扱い方法が明確じゃないと実

施困難事後措置の方法をセットでマニュア

ルを提供してほしい。 

従業員も医療職も肝炎治療医療費助成制度

を知らない。 

ピロリ検査の結果もセットにすると関心が

高まるかもしれない。 

1000人検査しても3人しか陽性にならないと

いう情報も有効。 

これらについてアンケート調査にて量的検

討を行った。 

 

 
 

質的、量的な検討から最も重要な因子は、

外的環境（外的セッテイング）が極めて

弱いという点であった。 

 

阻害因子 

１）健保の医療職も事務職も肝炎ウイルス

検査の重要性、関心が薄らいでいる。

治療が大きく進歩したことも認知され

ていない。原因として近年ウイルス性

肝炎に関する情報提供がほとんどなく

なった。 

２）労基署通達は、この１３年(2008年以 

降）発信されていないことで、人事・

労務、健康管理部門の意義が薄れてい

る。一方で、法定外項目であるが2019

年の法改正により情報取り扱い規定が

義務化されており、情報取り扱いの問

題はある程度解決しているので、以前

のような阻害因子ではない。 

３）人間ドック学会でもHCVは推奨されて 

いないため、外的な圧力がない。 

４）肝機能異常を認めた場合にのみ、肝炎

ウイルス検査を考えている。受診     

者が肝炎ウイルス検査の結果の見方が

わからない。 
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５）健康情報の自己管理は困難であり、ツ

ールや教育が必要である。 

 

促進因子 

１）健保はデータヘルス計画に基づいて計

画されている。現時点で、肝炎検査で

の費用対効果は議論されていない。し

かし、肝炎検査の実施により肝がん予

防につなげることができ前期高齢者納

付金が減額されることになれば、大き

なインセンテイブを持つ。 

２）社内での肝炎検査という位置づけよ

り、職域でのがん対策（肝がん対策）

という位置づけでがん検診に盛り込

むほうが、受け入れやすく、そのス

キームが決まってくる。例えば、ピ

ロリ検査の結果もセットにすると関

心が高まるかもしれない。 

３）保険者と事業者が積極的に連携し、

加入者の健康づくりを実行するコラ

ボヘルスが進んできている。個人情

報の管理方法は既存のシステムが利

用可能である。手順や情報管理を明

確にすれば、従業員から反発される

ものとは考えにくい。 

４）従業員側は健診項目が削減されるこ

とに抵抗はあっても、追加されるこ

とに反発があるとは考えにくい。 

５）有病率の低さ（1000人検査しても3人

しか陽性にならない）という情報が

あると実施しても事後措置として人

的コストが少なく実施可能の印象を

持ってもらえる。 

６）産業医の存在が、阻害因子にも促進

因子にもなる 

 

次に、これらの因子を元に、 ERIC 
(Expert Recommendations for 
Implementing Change)に当てはめて、実

装戦略を検討した。 

 

 

 

 

 

 

ウイルス性肝炎の検査促進には、「⑤ス

テークホルダーの訓練と教育を行う」、

「⑧金銭的な戦略を活用する」、「⑨制度、

基盤を変える」のクラスターが最も重要で

あると考えられた。 

具体的には、 

まず、健保に対して、 

クラスター⑤：ウイルス性肝炎について最

新知識の教材等を作成して、各ステークホ

ルダーに対して継続的なトレーニングを実

施する。また、健保連を通じて配布するな

ど、情報発信の方法を適宜変える。 

産業医への情報提供に十分配慮する。 

クラスター⑧：インセンテイブとして前期

高齢者納付金の削減効果に関するエビデン

スを提示する。これらをまとめた資料を作

成して役員会（健保の理事会等）に提案す

る。その削減効果をよりインセンテイブと

して高めるために、ウイルス性肝炎罹患の

多い業種、業態を特定し、優先的にアプロ

ーチする。 

クラスター⑨：データヘルス計画の中で、

がん対策の中に盛り込む。健康経営優良法

人の項目に入れる。が候補として考えられ

た。 

企業に対して、労基署通達を再度発出する

仕掛けを検討する。 
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D. 考察 

本研究において、ウイルス性肝炎に関す

る各ステークホルダーの意識や関心が極め

て脆弱になっていることが明らかになった。

ステークホルダーの意識が脆弱である要因

として、情報が不十分であることが挙げら

れる。平成 20年 12月 25日の基安労発第

1225001「労働者に対する肝炎ウイルス検査

の受診勧奨等の周知について」の労基署通

達以降、情報発信がなされていない。また、

健康保険組合の情報源として、けんぽれん

（健康保険組合連合会）や福祉保健担当行

政からの情報が主要なリソースとしてあり、

定期的に発信されるテーマに従って各組合

の健康づくり施策が検討される。これらの

組織から、ウイルス性肝炎に関するテーマ

は近年取り上げられていない現状を聴取し

た。健康保険組合の取り組みとして推進す

るためには、労基署、けんぽれん、行政と

いった組織から情報発信を積極的に行うこ

とが、まずは重要であると考えられる。肝

炎治療医療費助成制度も知られていない。

陽性者に対しては、そうした制度を活用で

きることを、保険者に知らせることも重要

である。 

次に、金銭的な戦略を活用することは促

進への鍵となると考えられた。各健康保険

組合の財政は、被保険者の賃金が伸び悩む

一方、高齢者向け医療等への拠出金の増加

によって悪化しているケースが多い。よっ

て、費用対効果を明らかにする、インセン

ティブの仕組みに加える、という手段は有

効である。費用対効果については、特に、

前期高齢者納付金の軽減について示すこと

で、健康保険組合の関心を惹きつけられる

と考えられた。前期高齢者納付金は、健康

保険組合の支出の半分を占めるケースもあ

り、肝がんを好発年齢である前期高齢者の

医療費を削減することは重要課題である。

早くからウイルス性肝炎を抑えることがで

きれば、医療費の抑制効果が期待でき、定

量的データを示していく必要がある。 

また、健康保険組合の取り組みはデータ

ヘルス計画によって規定されていることか

ら、個別に肝炎検査の実施を健康保険組合

にアプローチを行ったとしても、実装化へ

つなげることは難しい。データヘルス計画

とは「健診情報やレセプトのデータ分析に

基づく、効率的・効果的な保険事業をPDCA

サイクルで実施するための事業計画」を指

す。平成２５年から全ての健康保険組合に

対してデータヘルス計画の策定が義務付け

られており、企業側と共同した施策の実施

が求められている。このデータヘルス計画

で、加入者の予防・健康づくり、保健指導

に取り組むとインセンテイブが認められる。

肝炎検査の実施がこのインセンテイブにつ

ながることを示すことが、制度、基盤を変

えるという実装戦略的にも効果的であると

考えられる。 

旧来より懸念されていた、感染症という

職場での偏見問題については、阻害要因と

して想定していたよりも顕著ではなかった。

むしろ、肝炎ウイルス検査の事後措置の方

法をセットでマニュアル等を準備しておく

ことが重要である。また、個人情報の問題

については既存のシステムで十分対応可能

であるとも考えられた。情報提供とともに、

実際の職域での運用方法について提示して

おくことが実装化には大事である。 

産業医の存在は、阻害因子にも促進因子

にもなる。産業医の健保や会社への関わり

度合いには比例するが、組織で唯一の医療

職という意味では、産業医の巻き込みが重

要になる。しかし、産業医が旗振り役とし

て率先するとは考えにくく、阻害因子にな

らないように、むしろ労基署通達により外

的動機とすることが必要と考える。 

 

E. 結論 

 本研究では、D&Iという比較的新しい手

法を用いることで、職域でのウイルス性肝

炎対策の実装化に向けた阻害要因、促進要

因について、質的・量的手法を用いて分析

を行った。さらに、実装戦略として、各ス

テークホルダーに対して定期的に情報をア
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ップデートすること、健康保険組合の財政

状況に即したインセンティブの提示、費用

対効果の提示が鍵となると考えられた。実

装化の際には、運用方法や陽性者に対する

事後措置の方法に関するマニュアルをパッ

ケージにして提供する必要もある。今回の

実装戦略の内容を記したパンフレットを作

成し、それを元に実装化を試みる。 

 

F. 政策提言および実務活動 

なし 
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1. 発表論文 

1. 島津太一、小田原幸、梶有貴、深井航

太、今村晴彦、齋藤順子、湯脇恵一、

立道昌幸．産業保健における実装科学． 
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なし 
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